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 平成３０年第２回南幌町議会定例会 

一般質問（質問者５名） 

（平成３０年６月１５日） 

 

①「町立南幌病院の存続と地域包括ケアシステム構築のため介護医療院創設の優先的

な議論を」 

 

原田議員  

 国は人生８０年から１００年時代、超高齢化の将来を見据えて制度設計、いろんな

方面で議論を今してきています。その中で本町も１０年後・２０年後、見据えた中で、

そのときの南幌のまちづくり、そのために医療と介護の連携、この関係について今回

は質問をさせていただきます。町立南幌病院の存続と地域包括ケアシステムの構築の

ため介護医療院創設の優先的な議論。本年４月からの診療報酬改定に伴う町立南幌病

院療養病床の入院基本料減算などによる経営悪化の懸念から、町長は本年３月定例会

で「町立南幌病院の方向性を内部検討する」と明言されました。厚生労働省は、介護

保険法を改正し、過去から議論されてきた２５万床の療養病床を削減し、病床の転換、

移行促進を図るため、新たに介護医療院を創設しました。近隣の自治体病院も診療所

化、老人保健施設、地域包括ケア病棟、サービス付き高齢者住宅などに転換を進めて

きています。今回、厚生労働省が示した介護医療院は、療養病床削減の議論の最終で

あると考えています。本町もいろいろな施設の検討をされると思いますが、介護医療

院は超高齢化が進む本町の町民が安心して住み続けられ、医療の必要な要介護者のた

めに、医療と介護の連携による南幌版の地域包括ケアシステム構築には必要な手段の

一つであり、優先的に議論すべきと考えますが、町長の所信を伺います。 

また、介護医療院は介護保険施設であり、将来的な要介護者の増加と介護保険料の

上昇は避けられない課題であり、現在第７期介護保険事業期間中ですが、第８期に向

けて、低所得者の保険料負担を軽減するため、介護保険料負担軽減基金を創設し将来

に備えるべきと思いますが、あわせて伺います。 

 

町長  

 町立南幌病院の存続と地域包括ケアシステム構築のため介護医療院創設の優先的

な議論を、の御質問にお答えします。介護医療院は、日常的な医療管理やみとり・タ

ーミナルケア等の機能と、生活施設としての機能を兼ね備えた、新たな介護保険施設

として新設されました。さらに、医療法における医療提供施設として位置づけられ、

医療の必要な要介護高齢者の長期療養・生活施設としての性格を持つものとされまし

た。また、療養型病床の削減については、介護療養型医療施設は平成３５年度末まで

の経過措置となりましたが、医療療養型病床については、いまだ国の方針が明確にな

っていない状況です。このような中で、町立南幌病院の方向性の検討を進めていると

ころですが、病床のあり方については、本町には介護保険施設などが充実しているこ
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とから、現在のところ介護医療院の創設を優先的に議論する考えはありません。 

また、介護医療院創設に伴う介護保険料への影響は、創設議論を行わない現段階で

は、見通すことは困難であり、将来に向けた低所得者の保険料負担を軽減するための

介護保険料負担軽減基金の創設は難しいと考えます。いずれにしても、町立南幌病院

の今後の方向性はもとより、地域包括ケアシステムの推進には、医療と介護サービス

を切れ目なく受けることのできる体制の整備が求められているため、医療機関や介護

保険施設と在宅サービスなどの総合的な見地に基づき、国や先進地の動向を注視しな

がら、慎重に検討してまいります。 

 

原田議員（再質問）  

 再質問いたします。国の医療制度改革、長い議論されてきておりました。社会的入

院、療養病床の問題、国はもう社会保障費削減の、ポイントはもう医療負担、これか

ら介護負担にもう切りかえようとしてるんです。もう医療需要よりも介護需要のほう

がふえると、これはもう厚労省のデータでも出てます。介護需要、当然国庫負担医療

もありますが、大体医療各保険者の国庫負担、医療保険は約４０％。介護負担の介護

保険の国庫負担は公費５割ですから２５％、当然社会保障費の削減は国はもう介護保

険にシフトせざるを得ないんです。そして介護保険で、保険者・加入者、そして公費、

国・町・道の負担、そういう形でもうシフトするしかないんです。その中で、不採算、

ほかの自治体病院、さまざまな取り組み、先ほども言いましたが、奈井江はサービス

付き高齢者住宅、由仁は診療所とミニ老健、長沼はもう６年前に精神病棟を廃止して

老健施設をやってます。この３町は先月、私も訪問して実態を把握して、現場の事務

長・職員の意見も聞いて、効果はどうなのか、どういう取り組みなのか。その辺はお

伺いをしてきたところです。そういった判断の中で、今回介護医療院という、厚生労

働省が長い議論の中で結論を出した。これは最終的な、私は議論・結論だと思ってい

ます。これについては、これも先月、厚生労働省の北海道厚生局に行ってまいりまし

た。地域包括ケア推進課長とお話をして、いろいろなお話をした中で、これはもう最

終的な議論になるでしょうと。ですから介護療養病床、当然療養病床も国の制度的に

はもう介護保険にシフトしていくしかないんですよ。先ほど言ったように、今回の介

護医療院、医療が必要な要介護者、高齢者の長期療養、生活施設、当然介護保険施設

です。答弁にもありました、医療法上の医療提供施設として、きちんとこれは法律で

明記をされているわけですから。本町も将来的な介護需要と介護難民、これらの発生

を危惧した中で、私は医療と介護の連携による南幌としての地域包括ケアシステム、

これの構築を私は目指すべきだと。単にここ一、二年、あるいは病院の経営の問題だ

けではなく、将来的なまちづくりのために、私はこの介護医療院、議論をしてほしい

という願いです。当然、４月の報酬改定で御存知だと思いますが、答弁にもありまし

たターミナルケア加算、みとり加算、これが新設されました。在宅を望む方もいらっ

しゃると思いますが、やはり施設で最後を迎える方も私は少なからず多いと思います。

しっかりとみとりのできる体制も私は必要ではないかと、こう思っています。要介護

者・高齢者は、何かしらのやっぱり持病を持ってるわけです。その中で、やっぱり医

療は絶対必要な、これはツールなわけです。町立病院には医療が必要な要介護者・高
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齢者のために、本町の地域包括ケアシステムの一翼を私は担ってもらうべきだと思っ

てます。総務省の公立病院改革ガイドライン、この中にもう記載があります。介護保

険事業との整合性を確保しつつ、例えば在宅医療に関する当該公立病院の役割を示す

住民の健康づくりの強化に当たっての具体的な機能を示すなど、地域包括ケアシステ

ムの構築に向けて果たすべき役割を明らかにすべきである、というふうに書かれてい

ます。国は、答弁にもありましたように、本来であれば本年３月までの療養病床の廃

止期限、６年間延長しました。私はなぜ議論を急ぐか。いろいろな資料、厚労省の出

している概要ですとか、これまでの経緯含めいろんな資料、まあ御存知だと思います。

この中でも書いてございます。実質３年間、これは移行促進のための国のいろいろな

優遇措置、移行措置もたくさん盛り込まれています。ことし３月に出た、４月になっ

て各市町村出てると思います。介護医療院の人員施設設備並びに運営に関する基準、

これは４月に明確になりました。その中で、人員・改修費、改修費については、これ

は移行の部分で、先に老健施設への転換のときの病室の１人当たりの面積緩和、廊下

幅、いろんな面で緩和措置があるわけです。今回は４人部屋、最低４人部屋が療養室

基準となりますので、それに対する施設の改修、本来であれば仕切りが必要ですが、

家具やパーテーションで構わないと、そういうふうに言っています。人員基準、今う

ちの療養病床、看護基準、それからヘルパーの基準ありますけれども、現行の中で、

私は体制乗り切れるというふうに思います。唯一必要なのは介護支援専門員、ケアマ

ネですね。これに関しては兼務してもいいという判断があります。ですから看護基準

に影響のない、例えば看護師長がケアマネをとってやれば、新採用は防げるというこ

ともありえるわけです。そういった優遇措置、施設についても当然食堂なり、レクリ

エーションルーム、このような部分は改修が必要になってくると思います。国は、こ

の移行に際して予算的なものも創設をしております。地域医療介護総合確保基金、医

療分９００億円、介護分７００億円。これらの３０年度予算措置をされているわけで

す。それで、実質３年間と言ったのは、例えば今、方向性を出してやるにしても、こ

とし１年間方向性を示し、そしたら２年目は施設の改修、今の入院患者の介護認定、

家族への説明、職員の教育、いろんなもろもろのスキームがまっています。そして、

３年目で開院しなければ、新たに創設された移行加算、これは３３年３月で打ち切り

です。満度にもらうんであれば、３２年の４月に開院しなければならない。そういっ

た物理的な要素もあります。経営的に、やはり私は単に病院の問題ではなく将来的な、

町長も医療と介護は密接な連携が必要だというふうに言っていますから。町立病院の

存続に関しては、先ほど活性化委員長の報告がありました議会報告懇談会、この中で

も町民から不安視をする声があります。やはり町民、特にお年寄り、やっぱりこう安

心感を与えるのが、私は行政の担う役割だと思っています。介護医療院、収支的には

私は大きな収入増にはならないと思ってます。ただ、今現状７，０００万円繰り入れ

してる中で、病院を維持するための繰り入れではなく、今度は地域包括ケアシステム、

医療介護と連携した中での、南幌としての地域包括ケアシステムへの繰り入れになる

わけですから、私はそれであれば７，０００万円が１億円になっても、私は構わない

と思っています。施設の検討、いろいろされるということですが、私はスピード感を

持って、町長は慎重というふうに言いましたけれども、それではいつごろその方向性
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を出すのか、まず１点お伺いをいたします。 

２点目の保険料軽減の基金の関係ですけれど、来年消費税１０月に１０％になりま

す。政府与党も、先週の新聞ですか。軽減対策を前倒しでやると、介護保険料の。そ

ういう報道がされております。保険料の国の試算では、２０年後には将来的に９，０

００円台になると、もう国は言ってるんです。先ほど言った、医療負担から介護負担

にシフトしていくんですから。それは当然のことだと思います。その中で、前段の介

護医療院の開設、見込むのは難しいと。私なりに、それはちょっと試算をしてみまし

た。単純に３０床で要介護３ぐらいの報酬で、１人１日１，０００点。加算は一切み

ないでやった場合、総費用は年間１億１，０００万円、１割負担ですから、介護保険

の負担分１億円。特別会計での１号保険者の負担は２２％ですから２，２００万円、

介護保険料、単年度で。そうすれば今、月額で約８００円、1人当たり上がるという

計算です。ほかの介護サービスもふえてきますので、それに伴って上昇は、本町も避

けられないというふうに思っています。私は所得の低い人、これは軽減対象はもちろ

んやるべきだと思ってますが、問題は基準額の平準化だと私は思っています。なぜ基

準額を下げる努力が必要かというと、やっぱり南幌に住み続けられる高齢者の方、や

っぱり要介護、介護状態になる、もう２０年後には５人に１人、介護、認知症になる

という時代、まあ国が言ってるわけですから。それらのやはり住み続けられるこの町

に、やっぱりそういう安心感を与える。安全安心な町の一つとして、将来的に考える

べき点だと私は思ってます。町長も、第１号被保険者ですから、介護保険料を納めて

ると思います。ですが、６５歳以上のほとんどの方は年金生活者が多いですよね。そ

の中で年金が増加しない中、保険料、それから税金、これらが天引きをされて手取り

がどんどん減ってると。そういった人たちの生活、やっぱりこう不安があるわけです

から。なおかつ来年消費税が上がると。私は総合計画の中にある、高齢になってもこ

の町に住みたい、住み続けられるまちづくり。やはりこう移住政策、確かに住宅販売

も大事です。ただ、私は定住政策としても、やはりこうバランスをもっていかなけれ

ばならない。平準化をして付加価値をつけて、生活の不安を解消すべきであると。人

口１万人を目指すには、ふやす施策努力も必要ですが、減らさない施策努力も私は必

要だと思ってます。この件に関して、町長、再考する考え、あるいは検討する考え、

それらどうお考えになったか。２点目、御質問させていただきます。 

 

町長（再答弁）  

 原田議員の再質問にお答えします。議員いろいろ勉強していただいて、いろんな町

に行っていただいておりますが、私もいろいろ聞いております。理事者の考え方と現

状と、私も聞いております。その中で、どの自治体もそれぞれいろんな取り組みをし

ながら、取り入れているわけでありますが、なかなか好転をしてないっていうのが現

状であります。まして国もまだ定かではありません。ですので、私ども議論は進めさ

せていただいておりますけれども、それらを見ながらやらざるを得ないと。そんなこ

とからいくとやっぱり議員も言ってたように、３年ぐらいがめどかなというふうに私

も思ってるから進めているところであります。よそと違うのは、うちには民間にいろ

んな施設がある。ですので、それらも当然頭に入れなければ、やらなければならない。
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なければ、町が独自でやらなければなりませんが、現在待機者もいませんし、そうい

う意味も含めて、これから民間でも活用が、かなり考えていただいてる部分もありま

すので、それらを含めながら、私は議論をしていくべきではないかなということでや

っております。 

介護保険料の基金を積み立てろと、介護保険の会計を見ていただければ、厳しいと

いうのはわかっているかと思います。どちらにしても積むということは、どこからか

お金を用意しなければ基金になりませんので、そんな状況でありますので、私として

は今のままやっていくしかないのかなというふうに思ってますし、介護医療院いろい

ろ言ってました。私の試算ではもうちょっと上がるなと。１人当たりの金額は、以前

グループホームのワンユニットでも相当上がる、皆さんにも若干お知らせをさせてい

ただきましたけど、そのことも踏まえていきますと、そういう部分がこれからまだま

だ上がっていくんだろうなと。国は、保険はそれぞれ保険の中で賄いなさいというこ

とであります。例えば介護保険で町の一般会計を取り入れると、いろんな保険がござ

いますので、そこにも影響があるんではないかなと。そんなことも含めて、いろいろ

検討させていただいておりますし、今の町立病院の施設の中でどういうふうに回収で

きるか、私なりにも職員に確認をさせていただいておりますが、国の基準でいくと相

当お金をかけなければなりません。そんなことも含めていきますと、そんな簡単にき

ょう言ってきょう変更するって話にはならない。ですので、いろんな情報もいただき

ながらやっていかなければならないというのが現状かなというふうに思っておりま

すので、また議員のほうからもいろいろ提案いただければと思っておりますので、否

定はしておりませんけども、いろんなことの総合判断をさせていかなければ、この問

題は非常に、後で後世にやっぱり残るだろうと。なので慎重を期する、そういう意味

でお答えをさせていただきたい。 

 

原田議員（再々質問）  

 慎重、まあ町長、慎重は確かに必要かもしれません。ただやはり、今住宅フェアも

やってる中で、やっぱりこう南幌町っていう知名度、「なんと！南幌」もそうです。

やはり注目されてるところで、そしたら南幌は一体どういう町なのかっていう、私が

仮にきた住まいるヴィレッジに来たときに、単に住宅だけの問題ではないわけです。

この町どういった町、住んでどういった保険、どういった負担がかかる、それじゃあ

年を取った時にこの町住めるのかっていう、そういうふうに考えますよね。老後のこ

とを心配する。まあ基金の関係もそうですけれど、やっぱり家庭も教育資金、将来の

老後資金考えて、積み立て、少しでもしていくと。そういった面で、みんな苦労して

るんですね。行政がやはりそういう段階になったときにどうするか。私は人口１万人

目指すんであれば、やはり移住施策、それから定住施策、これは施策は連動していか

なきゃならないんです。そして、その施策に伴う事業、各事業を連携させなきゃなら

ない。単なる一つの事業・施策じゃなくて、そういう思いで私は相乗効果で、この知

名度、南幌という町はこういう町です。住みやすい・生活しやすい町だよと言っても

らわなければ、そういう町でなければ人口１万人、なかなか僕は厳しいと思います。

それで、再々質問いたします。それで検討の中で、３月町長、議会と相談しながらと
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いうお話をされました。今までに、全てが決まってから議会に説明あった分、そうい

うのもあります。しかし今回は町立病院の問題、プラス医療と介護連携の問題、これ

やっぱり町民にとって、これから住み続けたいと思う高齢者のために、しっかりとや

っぱり僕は議論しなきゃならないというふうに思ってます。その中で、どういう方向

かわかりませんが、まず議会と相談する段階では、方向性をまず示していただくこと。

そうしなければ、議会も丁寧な議論していけません。きちんと方向性を出し、詳細の

部分は次の段階で私はかまわない。最初の段階で方向性を出して、こういう方向で町

は議論していきます、わかりました、そしたら議会もそれに沿って検討していきます。

当然、総務委員会、活性化委員会、場合によっては特別委員会で議論することもあり

得るかもしれません。そういうふうに、まず方向性を町も議会も共有した中で議論を

進めていって、そして丁寧な議論をして、これが僕は大事だというふうに思っていま

す。そして、最終的に町が改修も含め、いろいろな事項もあると思いますが、それら

の提案されたプランに対して、しっかりと議会としてもイエスかノーを言わなくては

ならない。そういう場面が私は来ると思ってますので、そういう議会の提案、示す方

向性について、２段階で示す考え、町長おありなのか、これ１点だけお伺いいたしま

す。 

 

町長（再々答弁）  

 原田議員の再々質問にお答えをいたします。この問題は非常に難しい問題で、今き

た住まいるヴィレッジで若い人を呼び込もうとしている。その人方は、南幌町はフル

セットサービスができるんですかと。年寄りのことばっかり考えてませんかっていう

ことも聞かれています。ですから、全部の世代を対象にして私は議論をして、最終的

にどういうふうに判断するかは、またこれは別として、いろんなものを入れながら、

そして方向性を出したい。当然、議会の皆さんにも、ある程度そういうふうに方向性

が定まれば、決定ではありません、方向性が定まった時には、お示しをさせていただ

きたい。それは先ほど言ったように全部いろんな物を考慮しながら、それはお年寄り

の部分も当然そうです。若い世代は若い世代の感覚があるから、それらを含めながら、

町としてどうあるべきかというふうに思っております。また、国の動向も当然注視を

しなければ、うちの財政だけではなかなか難しい。どの方向性にやるにしても、当然

国の力も借りなければなりません。あるいは北海道の力も借りて、私はやるべきだと

いうふうに思っておりますので、それが固まり次第、また皆さんにお示しをさせてい

ただいて議論をさせていただきたい。そんなふうに考えております。 
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①「新しい人の流れをつくる道の駅建設について」 

 

熊木議員  

 町長に２問質問いたします。１問目です。新しい人の流れをつくる道の駅建設につ

いて。南幌町みどり野きた住まいるヴィレッジが６月２日オープンしました。北海道、

北海道住宅供給公社、南幌町が共同で推進し、住宅事業者のきた住まいるメンバーで

ある建築家と地域工務店がコラボしてセレモニーが開催され、町内外から多くの方が

足を運び賑わいが見られました。先ほどの町長の報告の中でも１，２００人っていう

ふうに報告されています。この事業の成功が町の将来を左右するのではないでしょう

か。まち・ひと・しごと創生総合戦略の基本目標２では、重点課題として観光を中心

とした強力なＰＲ、知名度向上、交流人口の拡大と移住への流れづくりが掲げられて

います。近年は、遊水地事業、地域高規格道路、内定ではありますが北広島市の日ハ

ムボールパーク構想と、本町を取り巻く環境が大きく変わろうとしています。今まで

も、道の駅については同僚議員が質問をしてきましたが、今こそ取り組む時期ではな

いでしょうか。昨年１１月に行われた議会報告懇談会の中でも、我が町に道の駅をつ

くってほしいという声が出されました。昨年からビューローの新たな活用で試行錯誤

が続けられていますが、中央公園を拠点として新たな人の流れをつくる道の駅建設に

着手する時ではないでしょうか。個人農家の野菜直売所も定着してきており、さらに

魅力のある町、立ち寄ってみたくなる町、そして住んでみたくなる町へと発展させて

いく施策と思いますが、町長の考えを伺います。 

 

町長  

 新しい人の流れをつくる道の駅建設についての御質問にお答えします。みどり野き

た住まいるヴィレッジのオープンをはじめ、遊水地事業、道央圏連絡道路などの事業

が順調に進捗しています。特に、日本ハムファイターズ新球場ボールパーク建設地と

して北広島市が内定を受けたことにより、道央圏連絡道路の開通とあわせて、本町を

往来する人の流れが大幅に変わることが予想されます。この機会を本町への誘客につ

なげる契機と捉え、観光や地域の振興、移住定住の促進、知名度向上など、道の駅を

含めた地域活性化拠点施設設置の可能性を検討するため、職員レベルによる、ボール

パーク構想に伴う誘客政策検討会を５月末に立ち上げたところです。今後は、この検

討会の結果や財政負担などを考慮しつつ、議会や町民の意見を踏まえ、最終的な判断

をしてまいります。 

 

熊木議員（再質問）  

 再質問いたします。今、思いがけないというか、ボールパーク構想に伴うというこ

とで、検討委員会が立ち上がったっていうところで、まずその検討委員会で出された

意見とか、またその検討委員会を立ち上げる過程でどのような意見とかがあってこう

なったのかっていうこと。 

それから今後の計画も含めて、その辺を少し伺いたいと思います。私も先ほどの原

田議員の質問の中でも、やはり自分たちの町がやっぱり住みやすいっていうか、本当
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に住み続けられるっていう町、それをつくるために、みんないろんな意見を出しなが

ら頑張っていると思います。先ほど質問の中でも話しましたけれども、道の駅をつく

ってほしいという願いは、もう随分前から出されていて、なかなか今まではビューロ

ーを拠点っていうか、そういう形での質問とかが多かったと思うんですけれども、ク

リアすることがたくさんあって、なかなかそれは実現に至っていなかったと思います。

でも昨年からビューローの活性化っていうことで努力をして、いろいろこう試行錯誤

しているんですけれども、新たに今、町がどのように変わっていくのかっていうとこ

ろにあることから、大事なことだなと思っています。それで町民の方がその意見を寄

せた中には、何もその大きな華々しい道の駅っていうことではなくても、自分の町に

それがあるっていうことで誇れるっていうか、旅行とかしても、あと自分の実家とか

に行ったときに、すごく小さいところだけど道の駅があるって、その情報発信とか、

その観光の発信とかに役立っているっていうことなどが出されていました。道内の道

の駅は現在登録数で１１４カ所あるとされています。１７９市町村ですから約３分の

２、規模や特色もさまざまだと思います。やっぱり南幌を売り出す企画としては必要

ではないかなと思います。私も先日のきた住まいるヴィレッジのセレモニーにも参加

しまして、先ほどので、１，２００人も来たとは思っていなかったんですけれども、

やはりいろんなこういうイベントを企画して、人の流れはすごく多かったと思います。

それから中央公園は、今看板とかも新しく設置されたりして、少しずつ町の中で、こ

こにはこういう施設があるということとかも、そういうサインで示すような形によう

やくなったかと思います。それからツルハができたり、ニコットが以前にできたりと

いうことで、やはりふだんの人の流れっていうものも今までよりは活性化されている

と思います。ですから、そういうことを考えるとぜひ検討していくべきだと思って質

問したんですけども、今そういう検討会が立ち上がったっていうことなので、ぜひそ

の中身をお聞きしたいと思います。 

 

町長（再答弁）  

 熊木議員の再質問にお答えいたします。以前から道の駅の話をさせていただいたと

きに、うちの町としてどうあるべきかというふうに考えながら進めてきたところであ

ります。うちにはビューローっていう施設もあります。これを皆さんからいろいろ使

い方等々で言われているわけでありまして、ようやくいろんな形の中で少しずつであ

りますけれども、いろんな場面で私は進歩してきてると思っております。そこで、道

の駅と私は限定をして立ち上げたわけでありません。今、質問にお答えしたとおり、

うちに今いろんな事業が展開をしているところであります。そして、北広島市のボー

ルパーク構想、これはまだ決定ではありませんが、決定になってやるんじゃ遅くなる

だろうということで、せっかくそこに野球で言えば３万人規模の観客が来るだろうと。

それで道央圏連絡道路、これができたときに、道央道・道東道を使って来られる方が

私は相当多くなるんではないかと。そして高規格道路ができたらうちから１０分とい

うことであります。それで、そういうお客さんをただ指くわえていていいのかどうか。

せっかくうちの町を通る方々がふえる可能性が非常に高くなってる。そんなことから、

うちの町として何ができるか。何が、皆さんに寄っていただけることができるか。そ
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んなことを含めて、道の駅と限定したわけではありません。私はどんな方法でもいい

から、いろんなことができる可能性を探ろうと。そして、うちの町には、ほとんど農

地であります。いろんなものをつくるにしても、農地の転換も当然出てきます。です

ので、それらのことを考えますと、ゆっくりしているわけにはいきません。ボールパ

ーク構想は５年でありますけれども、そういう手続上のいろんな問題を考えると、今

進めていかないと私は遅れていくんではないかなということから、ぜひ多くの方々が、

道路を通る方がふえるだろうということも想定をして、うちとして何ができるか、何

を必要とするか。そんなことを職員がどう考えるか。当然いろんなところの視察も考

えていただきたいし、いろんなところの成功事例、あるいは失敗事例がありますので、

そんなことも含めながら、どれがいいのかなということをいろんな角度から探ってい

くべきではないかなと。せっかくいろんな道内からいろんな人が来られるとすれば、

南幌がここにある。南幌に来たらこれがある。南幌に来たらこういうことができる。

そんなことも可能ではないのかなということから、今回、職員による検討会を立ち上

げさせていただいて、今検討が始まったところであります。内容については、道の駅

と先ほど言ったように限定してるわけではありません。何がうちにとって一番いいも

のができるのかっていうことから、今始めさせていただいていますので、おいおい形

がある程度何点かなれば、また皆さん方と御相談をしながら、検討していきたいなと

いうふうに思っております。 

 

熊木議員（再々質問）  

 再々質問いたします。なんか今町長の答弁を聞いていて、すごく一致点が見られた

かなと感じます。その検討委員会がまだ立ち上がったばかりなので、まだ詳細が今後

の計画も含めてまた出てないのかもしれないんですけれども、町長が今言われた道の

駅に限定しないっていうことは、ある程度の施設の中で複合的にいろんなことを考え

られるような施設をつくろうというような計画なのか。その辺がもしまだこう決まっ

ていないにしても、何かそういうような見通しがあるのであれば、それをちょっと示

していただきたいと思います。 

また、今職員で検討委員会が立ち上がってるってことですが、そこに町民の意見だ

とかいろいろそういう団体の意見だとかを聞くような機会を持つ考えはあるのか。そ

れも伺いたいと思います。 

私もこの南幌は先ほど町長も言われたように、本当に地理的にはすごく便利なとこ

ろにあります。ですから南幌を本当に通過してしまうだけではなくて、寄ってもらっ

て見てもらって、そしてうちの町がどんなことしてるのかっていうことで、できれば

やっぱりここに住んでもらうっていうところまで結びつけられれば、本当にいいなと

思っています。先ほど、今２点お聞きしたいことと、それから町をどのようにＰＲす

るかっていうことで、農家の直売所が今すごく充実してきていて、何曜日はここが休

みだけどもここが開いてるとか言って、くるっと回っていく方もいるんですよね。で

すから農家さんがすごく頑張って安心できるおいしい野菜をつくっているっていう

ところで、やっぱりそれも集約できるような形、そういうことにつながっていくのか。 

それからその複合的な、いや複合的とは町長おっしゃらなかったけれども、道の駅



 １０ 

に限定しないっていうことは、ほかにどういうことが考えられるのか。それも、まだ

わからないかもしれないんですけども、やっぱりその職員からこういう検討委員会が

立ち上がったということは、やっぱりいろんな案を持ち寄ってやられたと思うんです

よね。以前戦略チームというところでいろいろこう意見出し合って、１８９項目でし

たかね。その中ではやっぱり、こういう発想で若い職員を含めていろいろこう考えて

るのかっていうことでは、すごく頼もしく感じました。だからそういうことがベース

になって、こういう検討委員会が立ち上がったかと思うんですけれども、今わかって

いる範囲で、また町長の希望としても、こういうことがっていうのがあれば、示して

いただきたいのと、それから高規格道路の関係でも以前同僚議員が、直売所っていう

か何かそういうことを、ただその通過させないということで質問したかと思うんです

けども、場所も含めて、私は中央公園のあたりがすごくにぎわっているということで

１５線を起点にって思ったんですけれども、その辺の場所のこととかまで、その検討

委員会の中では出されているのかどうか、それを伺いたいと思います。 

 

町長（再々答弁）  

 熊木議員の再々質問にお答えをいたします。職員には私の思いは伝えています。た

だ、それを限定しちゃうと発想は絞られちゃいますので、私はこういう思いで、考え

てもいいんじゃないかということで、あまりお金の話もしてません。いろんなことが

可能だろうと、行政だけでなくて民間の力も借りるのも必要かなと。そんなことも含

めて、いろんなものをとりあえず構想として出してくれというふうにしてあります。

それは、先ほど言ったように我が町にとって一番いい方法を選ぶわけですから、そう

いう思いで、職員の方には提案をしていただきたいということで、あんまり限定つけ

ちゃうと、こじんまりまとまっても私はよくないと思っておりますので、広くいろん

な発想で、まずは出してみてくださいということでお話をさせていただいております。 

直売場の話も、今熊木議員から当然、それを含めてお話をさせていただいておりま

すけれども、ただ、直売場のやってる方の人数っていうか、農家さんがもう限られて

ます。そのことも十分考えながらやらなければいけないなと。うちの町で今直売所や

ってるけど、ほとんど同じ方が曜日が違うだけで、同じような人が出しています。最

近はどこの直売所を見に行っていただいても、自前で賄えなくてよそへ買い出しに行

って、近隣の町も非常にそうやって苦労されておりますので、だから直売所や何かに

限定を私はしておりません。いろんなことを考える機会だと。それは将来の我が町に

大きな影響がある。ですから、ある程度構想をフリーにしながら、練っていただこう

と。ある程度形、何点かになってくれば、これは議会の皆さんにも当然相談をさせて

いただきますし、議会の皆さんと相談すれば、町民の皆さんの御意見も伺う機会はつ

くらなければならないなと。当然お金のかかることもありますので、また物をつくっ

ても人が来ない、あるいは経費がかかって困ったっていうふうにはしたくはありませ

んので、ある程度の町民の皆さんも議会の皆さんも理解を得なければ、私はできない

ものというふうに思っておりますので、そのことも含めて、まずは大きな発想、夢を

描いてつくってくださいと、考えてくださいという話をさせていただいているところ

です。 
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町も同じように、全部町内でどこがいいのか限定しないで、想定される部分はある

んですが、そこに想定するんじゃなくて、また違うところにした時にどうやって誘客

をするかっていうことも含めて検討しますので、場所もフリーにして、こういう施設

ならどこがいい、こういう施設ならどこがいいっていう発想ができるようにしていた

だいておりますので、限定はしてません。 
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②「南幌町治水感謝のあり方について」 

 

熊木議員  

 ２問目に移ります。南幌町治水感謝のあり方について伺います。本町は開拓のころ

から毎年のように洪水が発生し、苦労をしながら水と闘ってきた歴史があります。平

成２８年１１月、夕張川新水路完成８０周年メモリアルシンポジウムが札幌で開催さ

れ、壮大な治水事業が行われたことを改めて学びました。毎年７月１日を治水感謝の

日として式典が挙行されており、当日は関係者が集い、先人たちへの献花が行われて

います。近年、自然災害が猛威をふるい、全国各地で事故や大災害が頻発しています。

災害の歴史を胸に刻み、後世に伝えていくことが重要であると考えます。これまでも、

広報紙への掲載や、治水感謝式当日はパネルで事業の概要や治水効果、当時の工事関

係者の尽力などが紹介されていますが、もっと多くの町民に関心を持っていただき、

参加できる内容にしていく必要があると思います。そこで、三重緑地公園に保原元二

技師の胸像と治水感謝の碑が建てられていますが、遊友館を保原元二技師の所有品展

示や、映像上映会などを行う常設展示ギャラリーとして活用してはどうか伺います。 

 

町長  

 南幌町治水感謝のあり方についての御質問にお答えをします。開拓から水害に悩ま

された本町が、夕張川新水路の完成により、大きな発展を遂げてきた背景には、先人

のたゆまぬ努力と功績による賜物と改めて敬意を表するところです。現在、治水感謝

式については、毎年７月１日の治水感謝の日に、関係者の方々の出席のもと、治水事

業にかかわった多くの先人たちへの感謝の意を捧げる行事として執行しており、今後

も現行の中で継続したいと考えます。また、旧夕張川の氾濫の歴史や水害克服の先駆

者たちの功績を後世に残し伝えるため、町広報での掲載、生涯学習センター郷土資料

室における「水害とのたたかい」のコーナー展示、リバーサイド遊友館１階での夕張

川治水事業の歩みと題した治水事業の歴史の掲示など、町民を初め本町に訪れた方々

に、水害の歴史や夕張川新水路について知っていただくよう取り組みを行っていると

ころです。遊友館での常設展示については、３階の展望室の活用が想定されますが、

管理人が１階に常駐しているため、貴重な展示品の盗難防止策など、施設管理上の問

題から判断して難しいものと考えますが、生涯学習センター郷土資料室において所有

品の展示を行うなど、資料の充実を図ることにより、水害との戦いの歴史を次の世代

へしっかりと継承できるものと考えます。 

 

熊木議員（再質問）  

 再質問いたします。私は南幌町外から南幌に嫁いできたので、本当にその歴史って

いうところでは、深く深くは知らなかったんです。それで、かつては７月１日、治水

感謝祭という形で行われていて、すごくにぎやかだったっていう話だとか、学校も休

みだったという話も聞いたことがあります。だんだんやっぱり風化してしまうってい

うことで、今自然災害が本当にいろんな形で、もう予想つかないぐらいの形で猛威を

振るっているってことでは、常にその歴史を胸に刻むということはすごく大事なこと
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だなと思っています。それで現在は、今町長は答弁の中で現行の中で継続したいとい

うことでしたけれども、どのような方に御案内しているのかっていうことで、先日お

聞きしてきました。そしたらいろいろ農業委員会ですとか、区長さんですとかいろん

な関係者とかに御案内してるってことで、総数８０名っていうことで伺っております。

緑地公園のところで感謝式をしますけれども、たまたまことしも日曜日で昨年も日曜

日だったかと思います。今あそこはキャンプされる方がすごく多くて、当日もやはり

何をやっているのかってことで、興味を持ちながらキャンプをしている方が見られま

した。それで１回当日テントを張って、そこの中でパネルとかいろいろ説明されてて、

治水感謝式に参加した者はそれを見ることができるんですけれども、やっぱりそれを

一日限りはもったいないなと思っていました。今、遊友館の１階に展示されています

けれども、やはり広報でも取り上げられますけども、なかなかそこにわかって足を運

ぶって方も数少ないかと思うんですよね。それで、もっと案内する層を広げるってい

うか、例えばですね、町の功労者だとかいろいろこういろんな形で広げるっていうこ

ととか、あと小学校とかでも教育の中で、町の歴史をどのように学んでいるのかって

いうところで、南幌町の社会科の副読本、この中でも町の水害の歴史ということで昔

から今へ続くまちづくりっていうことで取り上げられています。この副読本のほかに、

秋の学芸会っていうか、そういう中で高学年が劇とかにして、その町の歴史を、って

やったことがあると思うんですけれども、それ以上に町の歴史を子供に伝えていくっ

ていうような工夫っていうか、そういうのが必要ではないかなと思うんですけれども、

例えば治水感謝式に、高学年なら高学年とかって形で招待というか、そういうような

形で、教育のことでなかなか町のことを介入していくっていうのは難しいかもしれな

いんですけども、やはり歴史を伝えるってことは大事なことから、そのような取り組

みっていうのもやれないものかどうか。その辺のちょっとお考えも伺いたいと思いま

す。 

また、このメモリアルシンポジウムを札幌でされたときに、映像で残されたものを

見ました。それによると本当に私なんかは全く知らなかった、その保原さんって方の

やっぱりすごい熱意っていうか、その当時の大変な、苦労しながらつくっていって、

それで今町が、農業もこんなふうにすばらしい形になっているということでは、もっ

ともっとこう知らせる必要があるかなと思うんですよね。そこで遊友館の３階を活用

して、何かできないかっていうことで質問したんですけれども、やはりその管理上と

か難しいのではないかっていうことの答弁でした。だけれども、常設のそういうギャ

ラリーっていう形にすると、やはり関心を持って行ったり、郷土資料館とはまた別に

町の歴史を学ぶ一つとして、郷土資料館、生涯学習センターにあるものはあるものと

して、またもう１カ所って形ではできるのではないかなと思います。 

それから１年中開催するということではなくて、期間限定っていうか、その治水感

謝式の前後っていうか、そういう形でやるということも可能ではないかなと思うんで

すけれども、その辺の工夫っていうものができないかどうか、それも一緒に伺いたい

と思います。 

 

町長（再答弁）  
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 熊木議員の再質問にお答えいたします。子供たちに歴史を伝えるというのは大事な

ことで、既に４年生・６年生で総合学習やらいろんな授業でやっていただいておりま

すので、私はそういう部分で十分ある程度いってるのかなと思っております。それで

遊友館の常設というのは、私は非常に難しいと思います。やはり貴重な資料というこ

とでありますし、南幌町の歴史を見ていただくというのが、水害の闘いも当然ですが、

やっぱりぽろろの郷土資料館は非常にいろんなものがありますので、それを見ながら

水害の歴史をやっていただければ、見ていただくのが一番いいのではないかなという

ふうに思ってます。うちの歴史っていうのはいろんなことがあったわけでありますの

で、それも見ていただくためには、非常にいいのではないかなというふうに思ってい

ます。映像はうちの治水感謝式で、あそこでも同じ映像を流してたんですが、皆さん

に見ていただいたんですが、なかなか見ていただけないのが現実であります。ですの

で、そういうのも工夫しながらやっていかなければなりませんし、遊友館の展示物に

ついても可能な限りああやって１階に置ける物は置かせていただきながら、管理をし

ていただくっていうことでやってますので、ぽろろをうまく活用しながらやっていき

たいと思っております。また、治水感謝式については、町民の中にもいろんな興味を

持っていただいてる方がおりますので、広報やら無線やらいろいろな活用の仕方が今

後もできるかなと思っておりますので、その検討もしながら進めていきたいと思って

おりますが、過去の歴史からいくと、そうやって手を広げてずっと、バスも用意した

んですけどもだんだん参加者が少なくて、関係者の御案内の方々が中心でやっている

のが現実かなと思っております。改めてまた、町民の皆さんに知らせるという意味で、

そういう広報とかを使いながら進めていくのが、過去のやっぱり、今あるのは過去の

歴史があってここにあるっていうことを町民の皆さんに見ていただくということで、

ぽろろの展示をうまく活用していきたいなというふうに思ってます。 

 

熊木議員（再々質問）  

 再々質問いたします。検討していくってことで、工夫もしていくってことの御答弁

いただいたんです。それでやってほしいですけれども、ぽろろのところで郷土資料館

で、いろいろ歴史がありますから、それを見ることはもちろん大事だと思います。た

だ、やっぱり三重緑地公園に胸像もあって碑もあるっていうところで、やはりやっぱ

りそことつなげた形の展示スペースというのが必要ではないかなと思うので、そこは

引き続き検討をしていただきたいと思います。 

それから、町民にも呼びかけるというところで、以前広報にも見開きにわたって水

害の歴史ってことで出されて、やっぱり関心を持つ人は関心を持って見てると思いま

すが、映像で残しているドキュメンタリーの映像ね、治水感謝式の前後っていうかそ

ういうところで、町民に映像で見る機会っていうか、やっぱそういうものがあったら

いいかなと思うんですよね。それでそういうものをできないかどうか。それをちょっ

と１点伺います。 

それから、区長さん区長会、毎年１月から新しい区長さんで区長会でいろいろ町の

取り組みとかいろいろされるんですけども、その区長会のどこかの１回を利用してっ

ていうか、そういう中で新しい区長さんとか、その町外から来られた区長さんとかも
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いらっしゃるので、そういう人方にも歴史をということで映像を見てもらうとか、そ

ういうような機会をつくることができないのかどうか、それを伺います。 

 

町長（再々答弁）  

 熊木議員の再々質問にお答えいたします。展示・放映の場所等々、あそこの道道の

前ではなかなか難しいかなと。あるいは先ほど言ったように遊友館ではなかなか難し

い問題かなと思います。しかし、ぽろろの資料館ではそういうことも可能かなという

ふうに、私も今職員のほうも可能ではないかっていうことで検討できないかっていう

ことで今話しておりますので、映像として流せるように、職員立ち会いになるかと思

いますが、そのことも当然考えていきたいし、今年防災フェスタまたやりますので、

その時もそういうふうな流れができるように、やってますよと、あるいは上映してま

すというようなことも含めて、検討していきたいなというふうに思っておりますので。

また、区長会にはそれぞれまたお話をさせていただいて、議員からこういう話もあり

ましたということも伝えながら、歴史はやはり見ていただこうかなというふうに思っ

ておりますので、それぞれ進めていきたいなというふうに思います。 
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①「児童生徒の読書に親しむ環境づくりは」 

 

佐藤議員  

 最初に教育長に御質問いたします。児童生徒の読書に親しむ環境づくりは。最近の

情報メディアの発達と普及により、読書に親しむ機会が減少しています。教育委員会

では、南幌町の子供たちの豊かな読書活動を強く願い、本町の読書環境の整備を進め

ることを基本理念として、南幌町子どもの読書活動推進計画を策定し、ブックスター

ト事業を初め、多くの事業を進めています。そこで３点伺います。 

１、現在ぽろろの図書を、町内公共施設や学校などで読んでもらえる、ふるさと巡回

文庫がありますが、新たにスポーツセンターや改善センターなどに設置して、より充

実させる考えは。 

２、現在、夕張太ふれあい館でぽろろの図書が返却できるようになりました。ネット

検索が可能になったことで貸し出しも可能にならないかとの住民の声もありますが、

取り組む考えは。 

３、新しい読書の楽しみ方の一つとして、ビブリオバトルがあります。これは数人が

集まり、自分が感動した本を発表し、その中から一番読みたくなった作品を参加者が

決めるという、本の紹介コミュニケーションバトルゲームです。現在、全国の小中学

校や図書館でも多く取り入られているものですが、本町でもビブリオバトルを取り入

れる考えは。 

 

教育長  

 児童生徒の読書に親しむ環境づくりは、の御質問にお答えします。１点目の御質問

については、スポーツセンターや改善センターの来館者は、少年団活動や部活動、文

化・芸術活動などの目的を持った利用であり、読書や本を借りるという利用の状況で

はないことから、図書の設置については考えていません。なお、町としては、生涯学

習センター図書室を読書活動の拠点施設として位置づけていることから、利用促進に

向けてさらに取り組んでまいります。 

２点目の御質問については、夕張太ふれあい館では、ふるさと巡回文庫により年間

１，５００冊を配本し、貸し出しを行っていることや、小学校においては代理貸出事

業として、児童が学校図書室のパソコンにより生涯学習センター図書室の本をネット

検索により予約し、小学校での受け渡しを行っていることから、ふれあい館での貸し

出しは考えていません。 

３点目の御質問については、活字離れが叫ばれる中、ビブリオバトルは新たな読書

の楽しみ方として広がりを見せていますが、実施に当たっては、読者の読解力はもと

より想像力や表現力が必要であり、児童生徒を対象として普及するには、コミュニケ

ーション能力が求められます。現在、子ども読書活動推進計画に基づき、昨年度より、

小中学生を対象とした読書感想文コンクールを実施し、本を読む楽しさを知り自分の

感想や考えを伝えることを目的とした取り組みを行っていることから、現段階におい

ての実施は考えていません。 
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佐藤議員（再質問）  

 ただいま答弁いただきまして、全て考えていないということで、大変残念に思いま

した。今、子供たちを取り巻く環境というのは、時間の制約された生活を余儀なくさ

れていると思います。その中で、少しでも読書環境をふやすことはできないかといろ

いろ考えました。今の御答弁なんですけれども、巡回文庫、本は図書室で読んでくだ

さいという、そういうお答えになるんじゃないかなと思うんですけれども、先日です

ね、小学校の朝授業の前に学校に行く用事がありまして、あるクラスの光景を目の当

たりにしました。それは何人も児童が自分の席や廊下で、座り込んで真剣に本を読ん

でいるんです。それは巡回文庫の本でした。１人の生徒に本が好きなんですかって聞

いたところ、目の前に本があるので少しの時間でも読めるから楽しい、そのように言

っておりました。本当にこのように、身近に興味のある本があって、目につくところ

にあるということは、読書の機会がふえるんだなと、そのように私は感じました。そ

れで例えばですね、スポーツセンターや改善センターでは、少年団の児童も多く出入

りしておりますし、好きなスポーツの専門誌がそこにあれば、待ち時間などに興味を

持って読んでもらえます。少しのスペースでも十分だと思うんですね。例えばあいく

るでも１階に絵本や料理の本があれば、親子で本に触れるきっかけにもなると思いま

す。そこの場所にあった図書の配置を考えることによって、また本を読むという環境

づくりになるんじゃないかなと思います。御答弁の中で貸し出しはできないというこ

とだったんですけれども、私も貸し出しはしなくてもいいと思います。閲覧で十分だ

と思っております。閲覧であればできるのかどうか、そのこともお聞かせください。 

それと、ふれあい館なんですけれども、今返却もできるようになりました。住民の

方からも大変喜ばれております。それで、ふれあい館で貸し出しができるという、ぽ

ろろの図書の貸し出しができるということは、夏休み・冬休みでも夕張太地域の子供

たちが、本当に本を借りやすくなると思います。返却ができるということは、貸し出

しもできるというように考えるのですけれども、できることであればやっていただき

たい、そのように思います。 

それと３番目のビブリオバトルなんですけれども、初めて耳にする方も多いのでは

ないかと思いますけれども、これは全国的に今取り組まれている、小中学校、それと

図書館で取り組まれております。結構ブームになっております。これは学校図書館な

どで事前に決められた代表の発表者が、それぞれおすすめの本を持ち寄ってですね、

１人数分程度で本の評価を行い、この本はいいですよ、ぜひ皆さん読んでくださいと。

その後、参加者から質問を受けます。そして最後に、誰が紹介した本が一番読みたく

なったかを決めるものなんですけれども、このビブリオバトルの効果としてはですね。

教育の基本である、読み・書き・話すという能力を得られるということです。読むだ

けではなくて発表し訴えることでスピーチ能力が向上し、コミュニティー開発の力が

つきます。これは全国大会まであるので、本町の児童生徒の限りない可能性を引き延

ばすためにも、これは有効な手段ではないかと、そのように考えておりますので、ぜ

ひとも教育長のお考えをお聞きいたします。 
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教育長（再答弁）  

 佐藤議員の再質問にお答えをいたします。まず１点目のスポーツセンターあるいは

生涯学習センターでの閲覧が可能かどうかということでございますけれども、私が思

うにはですね、やはり自分の待ち時間等で好きな本を読みたいということであれば、

当然いろんな種類の中から選んで読む子たちになろうかなと思います。であれば、学

校の図書室、あるいはぽろろの図書館のほうで、たくさん種類ございますので、その

中で本当に自分が興味ある、読んでみたい本を２週間の貸出期間がありますから、そ

の中でお借りしていただいて、使えばいいのではないかというふうに思っております。 

それから２点目のふれあい館、これについても全く同じことでですね、やはり夏休

み・冬休み、当然長期休暇中の中での本ですから、先ほど答弁申し上げました読書作

文コンクールもそうですし、いろいろな本が新刊どんどん入れておりますので、そう

いったものを、むしろ教育委員会としてもＰＲしながらですね、子供たちに図書室の

ほうへ足を運びいただける方策をとっていこうというふうに思っております。 

それから３点目のビブリオバトルの関係でございますけれども、ビブリオバトルに

ついては、京都大学がそのゲームの発祥ということで掌握しております。主に大学で

すとか高校のほうで非常に普及されているということでございますけれども、その学

校の教育レベルに達した学生さん同士であれば、それはよろしいかと思うのですが、

小中学校のようにですね、学年の中で学習の習熟が必ず一致しているわけではござい

ません。また、表現の仕方がですね、得意な子もいれば不得意な子もいるわけでござ

います。本来、読書はスポーツと違って、私は勝敗のつけるものでは何もないという

ふうに思うところでございます。子供たちにスピーチによってですね、そういう勝敗

をつけさせることによって、本が嫌いになったり、あるいは図書への関心もなくなる

ことが懸念されるところではないかと思います。子供たち同士の発表や審査で、どの

本がおもしろいかとか、おもしろくないかという、本の内容自体を決めてしまうこと

にもなりかねないのかなと思っております。ですから、安易に導入には厳しいのかな

というところでございます。そのようなことを考えますと、先ほど答弁申し上げまし

たように図書室の利用促進、それから読書の習慣づけを行うことが第一優先で行わな

ければならないことかなというふうに思ってるところでございます。 

 

佐藤議員（再々質問）  

 再々質問させていただきます。今、教育長から御答弁いただいたんですけれども、

小学生ではなかなか厳しいのではないかという、そういうお話もありますけれども、

２０１８年には千葉県の花野井小学校で小学校２年生がビブリオバトルをですね、開

催して、小学校２年生でもできるんだなっていうことを感じました。また、平成３０

年の北海道子どもの読書活動推進計画の中で、このビブリオバトルは重点項目に上が

っております。上がってるっていうことはぜひやりましょうという、そういうことで

はないかなと思います。また厳しいということであれば、入門講座を実施して、こう

いうことだよ、ビブリオバトルっていうのはこういうことだよっていうこともね、そ

ういうことから始めてもよいのではないかなっていうふうに思っております。 

それで、最後にですけれども、現在南幌町の子供を取り巻く生活環境、教育環境っ
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ていうのは、スポーツ・塾・習い事・英語学習、またことしから公設塾も始まって、

とてもハードな時間で暮らしております。また、その中でも子供たちはゲーム、また

はスマホとか、そういう機器で遊びたいですし、友達とも遊ぶ時間も欲しい。そのた

めになかなかその読書の時間確保までいかないっていうのが実情だと思います。読む

力・文章を理解する力というのは、学力にも大きく影響してくると思うんですね。こ

としの学力テストでも、まず問題の意味が、私もちょっとやったんですけれども、私

がやったから難しいのかもしれないんですけれども、問題がすごく難しかったんです

ね、何を言ってるのか、それも全部やはり読解力だと思っています。本町では英語教

育、また公設塾での算数・数学の教育は大変力を注がれておりますけれども、国語の

力を養う読解力もこれからは必要になってくると思います。忙しい子供たちの時間の

中であっても、興味を持って挑戦して楽しいと感じて学ぶ時の子供の吸収力というの

は、それははかり知れないものと感じております。このようなことから教育長は今後

どのように読書に親しめる環境づくりを応援していこうとお考えなのか、お伺いいた

します。 

 

教育長（再々答弁）  

 佐藤議員の再々質問にお答えをいたします。読書の必要性については、議員おっし

ゃるとおりだと思います。教育委員会では毎年全国学力・学習状況調査に基づきまし

て、児童生徒の保護者の皆様へ南幌学力向上のメッセージを配付させていただいてい

るところでございます。昨年度は１０月に配布しましたけども、各家庭には四つの項

目立てをしてお願いをしているところでございます。一つには学習環境の定着、二つ

には適切な睡眠時間、三つにはメディアに触れる時間の見直し、四つには読書習慣の

定着ということで、この四つ目の読書習慣の定着に関して、まず１日３０分以上を家

庭や図書室で読書する目安としているところでございます。また、ただ単に読書の量

をふやすだけではなくて、読書の幅を広げ、質を高めることも配慮し、１日３０分以

上の読書活動の確保、そして読書の習慣づけにつなげましょうということで、家庭の

ほうにお願いをしております。本町の子供たちは、家庭学習の時間が全道・全国平均

よりも少なく、またテレビやゲーム、それからインターネットや携帯電話などの、そ

ちらのほうに触れる時間が全道・全国よりも長いという傾向が見られています。子供

たちが読書に親しむには家庭の協力が必要不可欠であろうと思います。教育委員会・

小学校では、引き続き読書の大切さを訴えてまいりますし、生涯学習センター図書室

におきましても、子供たちに本のおもしろさ、楽しさに興味を持っていただけるよう、

児童図書の一層の充実に努めてまいりたいと思っております。 
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②「終活支援への取り組みについて」 

 

佐藤議員  

 ２問目に移ります。終活支援への取り組みについて。終活とは残りの人生をどのよ

うに生きたいかという望みを形にし、人生の終わりに向けて前向きに準備することで、

今をよりよく生きていくための活動です。しかし、核家族化が進み、また経済的にも

年金生活では厳しい時代にあり、子供や孫に迷惑はかけたくないと思いながらも相続

の問題、墓じまいや葬式はどうするのか、残されたペットの問題等、本町でも不安を

抱えている方がふえてきていると思われます。特に一人暮らしの高齢者にとっての終

活は喫緊の課題と考え、３点伺います。 

１、本町の地域包括支援センターでは介護に関するさまざまな相談に対応している

と聞きますが、今後増加が予想される終活問題の相談にどのように対応していくのか。 

２、もしもの時に備え、延命治療の意思や葬儀、お墓、家族へのメッセージなど必

要な情報を書き、生前の意思がわかるエンディングノートを、本町でも取り入れる考

えは。 

３、終活のさまざまな制度や方法を町民に紹介するセミナーや講習会等を開催する

考えは。 

 

町長  

 終活支援への取り組みについての御質問にお答えします。本町では、地域包括ケア

システムを推進する中で、地域住民を初め、ボランティアなど多様な主体による見守

りや生活支援サービスの提供、社会参加につながる介護予防活動の充実を図ることで、

住みなれた地域で安心して最期まで暮らし続けることができるよう取り組んでいま

す。１点目の御質問については、地域包括支援センターでは、総合相談窓口の機能を

有しており、生活支援を初め、医療、介護、住まいなどの相談に対応しています。今

後も、一人暮らし等の高齢者に対し、人生の最期や死後の手続等について、内容に応

じて専門機関へ紹介を行うなど、相談体制の充実に努めてまいります。 

２点目の御質問については、エンディングノートには、遺言書のように法的効力は

ないものの、残された親族等が困惑しないための情報を書いておくことができるため、

近年、さまざまなものが出版されています。今後は、高齢者の研修や講演会において

エンディングノートの理解や作成の仕方などをテーマとして取り入れ、参加者の意識

などを把握した上で取り組みについて検討してまいります。 

３点目の御質問については、近年、成年後見制度を初め、遺言や相続などの講演を

実施していますが、今後もニーズに沿った内容で取り組んでまいります。なお、終活

とは人生の終わりについて考える活動とも言われており、自分の死と向き合う死生観

はさまざまであることから、先進地の事例等を参考にしながら取り進めてまいります。 

 

佐藤議員（再質問）  

 再質問させていただきます。まず１点目ですが、高齢者にとって誰もが切実な問題

として抱えているものは、やはり自分の最後のことなのではないかと思います。まし
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てや、一人暮らしで身寄りがない高齢者にとって、この不安はとても大きいものと思

います。そのために現在、地域包括センターは、高齢者を支えるそういう拠点として

取り組んでいただいておりますけれども、住民からはですね、名前は知っているけれ

ども、詳しい中身は余りわからないという、そういう声があるようでございます。終

活の相談内容は、本当に墓じまい、また葬儀のこと、そのほかもたくさんあるんです

けれども複雑なことが多くて、どこに相談していいのかわからない。地域包括センタ

ーあいくるは、介護の話ししかできないんだよねという、そういう住民の声も聞きま

した。そういうところからも、住民が気軽に相談できるように、今後終活のことをわ

かりやすい窓口を設けることが必要ではないかと思っております。 

それと、また今後、南幌町の高齢者福祉計画の中にですね、この終活を検討事項と

して取り入れる考えがないかもお聞きいたします。 

それと２番目のエンディングノートなんですけれども、このエンディングノートは、

皆様もいろんな所で耳にしていると思いますけれども、これは元気なうちに、その終

末期医療への希望だとか葬儀の仕方、どのように埋葬してほしいとか、財産の相続な

どを考えて、それをまとめたものを書いているノートでございます。このノートは、

やはり今認知症が進んでおりますので、もう最後に認知症になってからでは、そうい

うものはなかなか自分の判断では書けない状況なので、本当にその若いうちから家族

のことを考えると、ぜひ準備しておく必要があると思っております。本当にこれから

もその核家族や複雑な家庭関係などある人もいるかもしれません。その中で孤立化す

る高齢者もふえてくることも予想されます。そのような中であっても、最後は本人の

尊厳の確保が保障されるということがとても大事になってくるわけですね。それで御

答弁でも前向きなお答えをいただきましたので、今後検討していただけるのではない

かと思いますけれども、ただこのエンディングノート、あればいいってものではなく

て、やっぱり書かなくては意味がないんですね。それでもしもの時に、その家族・地

域・行政にとって大切な伝言になるんですけれども、つくっても、その行政の窓口に

積んでおいたりとか配布されても記入されないとかっていうふうにならないように、

高齢者の集い、またセミナーや講習会など、また高齢者宅の訪問時にも書き方をしっ

かり伝えて、そのエンディングノートを価値ある、また意味あるものにしていただき

たいと思いますが、そういう考えに対してどのようにお考えでしょうか。 

 

町長（再答弁）  

 佐藤議員の再質問にお答えいたします。終活の支援ということでいろいろあってう

ちへ、あいくるにある地域包括支援センターで全部やってるんで、聞かれたらそこへ

行ってくださいって言っていただければ、広がっていくと思いますので、ぜひ活用し

ていただければと思います。拒むところではありませんので。 

それと、エンディングノートもそうなんですが、大事な財産の問題も入ります。そ

んなうかつにどうのこうのという感じでは、私はないと。それぞれ個人によって相当

違うと思っております。おかげさまでうちの独居老人あるいは高齢世帯、全て身元が

はっきりしております。ですので、そのことも十分あって、家族の方々がもう理解し

ないと、誰かに言われて書いたとかっていうと、そうなっちゃうとまた後でもめるこ



 ２２ 

とになります。だから、書く人ばっかりじゃなくて家族みんな身元がはっきりしてれ

ば、そういう人たちの理解をもとにやっていかなければ、法的拘束力はないと言いな

がら、誰かに書かされたっていうことになっちゃうと大変なことになりますので、私

は慎重を期しながら、こういうことがこういうことを、エンディングノートというの

はこういうことですよってある程度広めていかないと。即皆さんに、はいどうぞ書い

てくださいということにはならないと思っております。ですから、講演会とか研修会

とか、そういう活動を通じながらやっていけばいいのかなと、その上で初めて私はそ

ういうノートが必要なのかなっていうふうに思ってますし、あわせて今ある、うちに

あるあいくる包括支援センター、ここを活用していただいて相談をしていただきたい

し、また複雑な問題については専門家に相談することが可能でありますので、ぜひ聞

かれたら、そうやって広めて、まずあいくるに行ってくださいという話をしていただ

ければ、もっともっと広がっていくと思いますので、ぜひそのことをお願い申し上げ

たいと思います。 

 

佐藤議員（再々質問）  

 最後に再々質問させていただきます。町長にですね、最後に終活に対するお考えを

お聞きしたいと思うんですけれども、最近までその葬式とかお墓など人生のエンディ

ングを考えることは、縁起ではないということで遠ざけられてきました。その背景に

はですね、いざという時には任せとけという、信頼できる家族や親族がそばにいたか

らだと考えます。まさに南幌町はそういう町ではないかなと、信頼できる家族や親族

がそばにいる方が多いと思います。しかし今後ですね、超高齢化社会を迎え社会は一

変し、自分が亡くなった後、できるだけ家族に迷惑はかけたくないと思う高齢者が急

増してきます。私もそうですし、ここにいらっしゃる方も、将来に向けてできるだけ

子供には迷惑はかけたくないという思いの方もいらっしゃるんじゃないかなと思い

ますけれども、今でこそ介護支援サービスっていうのは確立されていますけれどもね。

できた当時は、親の面倒見るのは、家族が見るのは当たり前だという、そういう考え

の方もいらっしゃったと思うんです。そういう行政に頼ることにすごくためらいを、

その介護サービスにしても、行政に頼ることは何ごとぞという、そういう考えが昔は

あったように思われます。でも今は、本当にその介護サービスがあることによって、

私たちの生活が守られ、また安心してあるわけです。そのために地域包括センターも

あって、安心して介護サービスを受けていっていると思うんですけれども、福祉の視

点で見れば、その終活にかかわる支援っていうのは、医療や介護サービスと一緒に住

民のためにある支援ということで考えております。これからは、この終活もその行政

の仕事の一つと捉えて考えていくべきものだなということで、考えておるわけですけ

れども、町長の考えはどのようなお考えか、お聞かせいただきたいと思います。 

 

町長（再々答弁）  

 佐藤議員の再々質問にお答えしますが、終活の支援ということかと思いますが、こ

れまで行政としていろんなことをやってきていただいております。あわせてこれから

もいろんな情報、あるいは制度も変わりますし、私どもはそれを的確に判断をしなが
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ら、先ほど申し上げたようにすぐ何でも取り入れるんではなく、情報をちゃんと提供

して理解した上で、私は進めていくべきだと思ってます。これから高齢化社会になり

ますから、そこに向けてやはりいろんなことを、サービスを含めて住民の方に情報提

供をしながら、ともにやっていかなければ、行政が主体でやるっていうのはこれはな

かなか難しい問題です。だから家族も本人も、行政もある程度納得をしながら、いろ

んなことを進めていかなければ、残された方々がまた苦労されるということでありま

すので、みんなでそういう環境づくりは、私は行政でしていかなきゃならないなと思

っております。何とか一人暮らしのお年寄りが、身寄りのないお年寄りがふえないよ

うに、これはまずしていかなければならないなと思っております。今のところ、おか

げさまで身寄りがあるということでありますので、それを逆に言うと活用しながら、

こういう制度もあるので、将来お年寄りが心配してるよということも含めてお話しで

きる機会をつくりながら、みんなで地域づくり、あるいは家族も含めて考えていくべ

きではないかなというふうに思ってます。そのための行政として、いろんな情報は提

供していきたいなというふうに思っております。 
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①「職員研修の充実について」 

 

内田議員  

 職員研修の充実についてということで、町長に質問いたします。近年地方分権が進

む中、高度化・多様化する住民ニーズに即応し、ゆとりや豊かさを実感する地域社会

をつくるために、地方自治体の果たす役割はますます重要になっています。法律や通

達の解釈能力といったものだけではなく、課題の発見や解決、政策提案能力が求めら

れており、職員が本来持っている潜在的な能力を引き出せる環境を整え、生産性の高

い仕事を確実にできる体制を構築することが大切だと考えます。現在本町では、きた

住まいるヴィレッジがオープンし、平成３１年度には遊水地の完成が見込まれ、道央

圏連絡道路の整備も進んでおり、北広島市ではボールパーク構想が内定するなど、人

や車の流れが大きく変わろうとしています。人の流れをいかに我が町に向けるか、町

長もプロジェクトチームで対応すると話されており、夢のある施策を立ち上げること

を期待しています。それには、町長のリーダーシップはもちろんですが、職員のスキ

ルアップは必要不可欠と思います。本町では現在、各種職員研修を実施していますが、

既成概念に捉われない柔軟な発想と民間の経営感覚、スピード感を持って対応する能

力を育成するためには、民間企業や地元の農家などに短期間でも職員を研修させるこ

とが必要と思いますが、町長の考えを伺います。 

 

町長  

 職員研修の充実についての御質問にお答えします。地方公共団体においては、人口

減少や超高齢化社会における長期的視点に立った地方創生の推進など、数多くの課題

に向き合い、住民ニーズに的確に対応していくことのできる、政策形成能力や専門的

能力、協働性を持った職員を養成していくことが必要不可欠です。本町もこのような

認識の中、南幌町職員研修基本方針に基づき、市町村研修センターによる政策能力開

発・創造性開発研修を初め、市町村振興協会主催による海外・道外研修、自治大学校、

民間企業の新入職員研修、民間講師による職場内研修など各種研修を実施しています。

また、平成２９年度からは、町民との交流やコミュニケーション能力向上を目的とし

て、町内外の行事やイベントのスタッフとして、企画・運営から参画する研修を、採

用５年目までの職員を対象に実施しています。民間企業や地元農家での研修について

は、受け入れ先の問題や職員のスキルアップにつながる研修内容とすることができる

かなど、総合的に判断しなければならないと考えます。以上のことから、今後におい

ても、現在の研修メニューを基本とし、社会情勢の変化に柔軟かつ弾力的に対応し、

住民サービスの向上に資する職員を育成するための研修となるよう、内容の検討を行

い進めてまいります。 

 

内田議員（再質問）  

 職員の研修の内訳は３０歳未満なんですけれど、本当にしていただいているんだな

ということは、資料をいただいて理解しました。そしてまたイベントなども職員の姿

を見ることが多くなりまして、皆さん喜ばれているのは確かなんですけれども、今回
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７人が採用になりまして、そのうち何名かが南幌町のことはよくわかりませんけれど

もと、ありました。やっぱり南幌町のブランドっていうとお米、農村地帯ですから、

あとは人であるというふうに、また職員であるというふうに、こんなふうになってい

ただければと思うんですけれども、それにはやっぱり経験していただきたいなと思っ

て、ちょっと提案させてもらったんですが、私は特産品の販売で、もう１０年も前に

なりますか。琴似の大手デパートで販売したことがあるんですけれど、その時にパー

トの方からすごいきつく指導されたんです。思ってもみなかったことで。あんたね、

お客様のかごを見なさい。そのかごの中を見てその売れ筋を判断しなさいと。自分は

自営業でしたから、接客っていうことには自信はあったんですけど、そういうことは

思っても見ませんでした。そして時間帯にどのようなものが出るか見なさい、そして

あそこで売っている、あの女性が一番物を売るんだよ。どんなふうに売るか見ておい

で。そういうことがすごく頭に、人格に刻まれたと言いますか。やっぱり民間ってい

うのはやっぱりすごいなと。そして自分は何とありがたいのかなっていうことを改め

て感じて、やっぱり今民間的手法とか、そういうふうな、自治体も言われております

のでね、何とか、職員につらい思いをさせたいとかそういうのではないんです。やっ

ぱり町長は、議員から議長から町長、とても長い経験されてるわけですから、その中

でいろんな思い、先ほども先輩議員にお答えしておりましたが、そういうノウハウは

持っておられますのでね。それとあわせて、やっぱり職員に勧めていただきたい。ま

た町は望めば、希望すれば、どういうところでも行けるということですけれども、そ

ういう望んで行っている職員がいるのか。また今回本当はこの夢のあるようなこの今

の町の取り囲む環境について質問してみたいとは思ったんですけども、切り口を変え

て、そのことに関して、絡む職員の研修ということで質問させていただいたんですが、

そういったことでも、実は研修・視察に行ってみたいですっていうそういう職員はお

られるのか、再質問したいと思います。 

それと私も暇があれば、もう今歩くようにしています。というのは、町長も多分お

忘れにはなってないと思うんですけど、何年も前、町長になられた時でしたかね。町

は端から栄えると言われたことを私は覚えております。それで、いろんなところへ、

もう今は地方の頑張りの力が、見ることが必要と思って回ってますけれども、本当に

町の中からの再開発っていうのは、なかなか厳しいっていうのは感じております。そ

れで、今先ほどの熊木議員にも答弁されておりましたけれども、そういうプロジェク

トチームで対応しているという、大変夢のあるうれしい答弁だったんですけれど、そ

こでですね、南幌町は北広島に近いのはやっぱり夕張太地区なんですけれども、そう

いったことを絡めた施策っていうか、そういう思いというものが、やっぱり出ている

のか、今後出るのか。質問いたします。以上です。 

 

町長（再答弁）  

 内田議員の再質問にお答えいたします。職員の研修、非常に難しい分野もたくさん

ありますが、いつも町民や議員の皆さんから、接客ということでよく窓口の挨拶等言

われることであります。大分、以前から見ると少しは改善されてきてるけども、１０

０％にはなってないというふうに私は思っております。これは研修、ある程度いろん
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な研修をして、行ってきた職員がまたほかの職員に対していろんな情報を提供するこ

とによって、少しずつその辺ははかられてきていると思っております。うちはあちこ

ち行きたいという希望のある職員も結構おりますので、やはり意欲を持っていただい

ているのかなというふうに思っております。一番は窓口だと私は思っております。役

場に今までは口酸っぱく言って、なかなか直らないから気づいていただけなかったん

ですが、私の思いは、役場に来る方っていうのは８割以上が困って相談に来ているん

です。それで初期の対応が違うと相談もできなくなる。役場ってそういうことだと思

います。どんな、あいくるであろうが病院であろうが、役場の中だろうが教育委員会

だろうが、何か皆さんが困ってお話を聞いていただきたい、どうしたらいいかって相

談に来てる。その窓口の最初が対応悪かったら、もう既にそこで終わっちゃうんです。

ですので、そこのところはきちっとやっていただきたいと、これからも言い続けます

けれども、それがよその町に行って初めてうちの町と違いがわかる。だから、職員に

も、できる限り出られる機会があったらいろんなところへ出て、我が町と比較してく

ださいというお話をさせていただいて、そういう研修に、そりゃ一遍に全部は行けま

せんから、毎年何人かずつ行っていただいて、そして帰ってきて、それぞれ職員仲間

にお話をしていただいて、それが広がっていけば、いい研修だったなっていうふうに

思えるんであります。いろいろ昔も私も議員になった時に、同僚議員が農協で研修し

ろ、あるいはあそこの店で研修せよという声があったんですが、これはただそこに行

ってもなかなか難しい。やはり町民がほとんど利用する役場にいるのとそこにいるの

と変わりはない。町民感覚が大分違います。受けるほうも非常にやりづらいみたいで

あります。町外からなら受けやすいんですけども、町内というのはなかなか難しそう

であります。そんなことも含めて、できるだけ今ある研修内容を進めさせていただい

て、また新しいものが出てくれば、それはまたそういう部分に取り入れていただきた

いなというふうに思っております。 

先ほどの構想の中に全部含めて検討してます。地域限定、この市街地だけだとか夕

張太だけだとか、川向だけだとかっていう限定ではありません。いろんな方法がとれ

るんで、私は全町を見渡して、ビューローを見て５階に上がっていただければわかる

わけです。何が、職員がここで将来何をしたら何がどうなる、発見場所にビューロー

を使わせていただいてます。そういう意味で、いろんなことを考えていただく、せっ

かくのチャンスでありますので。ここが、我が町の将来がどうあるか、ないかの分岐

点になる可能性もあると私は思ってますから、それで余り制約をつけないで全町を考

えて、どうあるべきかを考えていただきたいっていうお話はしてます。以上です。 

 

内田議員 

 ビューローということでしたから、どうでしょうか、全員でビューローではなくて

公平に見ていただける、私たちもそういう観点で見ながら、そしてまた町側とも意見

の議論をすることを約束して終わります。 
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①「南幌高校の存続に向けた支援策は」 

 

菅原議員  

 北海道教育委員会は６月５日の北海道新聞で、公立高等学校配置計画案として「南

幌高校は１年生の在籍者数が２０１６年度１９人、１７年度１２人、１８年度は１０

人にとどまり、増加も見込めないとして、募集停止とした」と公表しました。また翌

日には、「２０１８年度は町内の高校進学者５８人のうち、南幌に進学したのは３人。

進学できる高校が町外にもあると募集停止の理由を道教委は説明、２１年度の募集を

停止し、生徒がいなくなる２２年度末には閉校する見通しとなった。本町の教育長は、

地元から高校がなくなれば、教育環境の充実という町の魅力が失われてしまう。募集

停止は受け入れることはできず、存続を訴え続けると話し、また同校ＯＢで南幌高校

振興協議会の会長でもある町長は、道教委にお願いしてきたが、その思いが通じず残

念、町として存続に向けて最大限支援していきたい」と掲載されました。高校廃止に

より地域の衰退が加速すると考えられ、本町の場合は他市町からの通学生徒がいなく

なれば、路線バスの減便など公共交通にも影響されることが懸念されます。南幌高校

が廃止の危機にありますが、存続に向けての支援をどのように考えているのか伺いま

す。 

 

町長  

 南幌高校の存続に向けた支援策は、の御質問にお答えします。冒頭、一般行政報告

で報告させていただいたものと重複しますが、御容赦いただきたいと思います。６月

５日、北海道教育委員会において、平成３３年度までの公立高等学校配置計画案が公

表され、南幌高校については、空知南学区における中卒者の状況、学校規模、募集定

員に対する欠員の状況、地元からの進学率などを総合的に勘案し、平成３３年度の募

集を停止し、平成３５年３月末をもって、廃校とする案が示されたところです。これ

まで、町として魅力ある高校づくりに向け、南幌高校振興協議会を通じて、各種資格

取得に対する助成の実施、さらには町内在住生徒への南幌高校入学祝い金や上級学校

への進学入学補助などの支援策を講じ、生徒の確保に努めている中での発表は大変残

念であります。公立高等学校配置計画については、７月から学区ごとに開かれる地域

別検討協議会の意見を踏まえ、９月に決定となりますが、地域の衰退はもとより、教

育環境の充実という、まちの魅力が失われてしまう恐れもあり、到底受け入れること

はできません。今後、南幌高校振興協議会と連携し、高校存続に向けた要請活動を実

施していくとともに、議会とも十分協議させていただきながら、在校生や今後入学を

予定している生徒に影響を与えないよう、これまでの支援を継続してまいります。 

 

菅原議員（再質問）  

 ただいま町長から御答弁をいただきましたので、再質問をさせていただきます。新

聞報道のそれとテレビニュースの報道後、町内外の方からたくさんの電話をいただい

て、いろんなことをお話しした経緯があります。またさらに昨年行われました、こと

しも行われましたけれども、議会報告懇談会の中でも、南幌高校の話題が出ておりま
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した。その中で、道教委から発表があったわけですけれども、平成３０年度第１回公

立高等学校配置計画地域別検討協議会における道教委の考え方を見ますと、南幌高校

については、中卒者数の状況、学校規模、募集定員に対する欠員の状況、地元からの

進学率など総合的に勘案し、募集停止となっています。この中で特に地元からの進学

率に重きを置いた結果として、募集停止となったと考えられます。本町としても南幌

高校は道立高校でありながら、町長の御答弁にありましたような手厚い支援を行って

まいりました。しかしながら、地元南幌中学校からの南幌高校への進学者数は年々減

少しているのは現実であります。町長、教育長は新聞報道の中で、町として存続に向

けて最大限支援していきたいと述べていますが、今までされてきた支援とはまた違っ

た支援をしていく必要があるとも考えます。例えばですけれども、中高の連携型中高

一貫教育校も一つの手段であるんではないでしょうか。町立南幌中学校、それ、道立

の南幌高校の連携型です。高校の教員数などの問題もあるかと考えますけれども、工

夫によりこれは可能かと思います。これは一つの例ですけれども、本町の中学校卒業

者からの進学率アップに特化した支援策を再度お伺いいたします。 

 

町長（再答弁）  

 菅原議員の再質問にお答えをいたします。高校の問題は前から非常に頭の痛い問題

でありまして、何とか道教委にもお願いをして今日まで来たということであります。

一方、我が町の子供たちの、目的を持って進学されている高校もたくさん、我が町の

近くに行っておられます。そこの中で、南幌高校をいかに残すかっていうことで、い

ろんな先ほど言った支援等々含めて、これからも高校からいろんな話があれば応援は

していきたいと思っております。そんな中で、どうあるべきかということであります。

連携校については、いろいろうちだけの子供の問題ではなくなりますので、これがい

いかどうかってことは、これはまた別問題として、うちの子供たちにとってどうある

べきかということをもうちょっと考えなきゃならないと。率的には昔から私は変わっ

てないと思います。百何十人いても１０人ぐらいしか行かなかったんですから。それ

はそんなに変わってないと思います。それだけ、逆に言うと教育環境がいいっていう

ことであります。そこをどういうふうに南幌高校に向けていけるかということで、高

校側と長年課題として取り組んできたんですが、なかなか一向にふえてこなかったと

いうことで、非常に残念でありますけれども、このことを踏まえ、私以前は議会の皆

さんにお話ししたことも含めて、道教委としてどう考えてるのか、高校を卒業するの

が当たり前、義務教育みたいな時代になっています。うちにたまたま１０人しかおり

ませんけれども、その子供たちが、うちがなくなった時にどういうことになるか。子

供たちが迷わないところに行けるのかどうか。そのことを踏まえ、存続に向けて、道

教委にお願いをしていくというふうに思っています。私は、子供たちは常に平等で、

どこにも行ける環境づくりが一番ではないかなということで、今後も応援できるもの

については、応援をしていきます。 

 

菅原議員  

 先にお許しをいただきまして、答弁は必要ありませんけれども、私の要望を言わせ
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ていただきます。南幌の子供たちにとりまして魅力あふれる教育を取り込み、たくさ

んの子供たちが元気で笑顔いっぱいの南幌町にしたいと私は考えております。それに

は小中高校と、地理的に本町の中心となる縦の線に並んだ、この動線を生かした教育、

町の施策を最優先にと考えます。南幌高校は道立高校ではありますけれども、校舎は

本町にあり影響があるのは本町です。南幌高校の募集停止問題は喫緊の課題であり、

町の将来にも大きくかかわる問題であると私は考えます。町長の学校教育施策、また

存続に向けた大きな決断を期待しております。また、町長のお考えがありましたらお

伺いをして、質問を終わらせていただきます。 

 


